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政治を動かす・未来を動かす

本日はお時間をいただき、ありがとうございます。

私は1983年に大学を卒業しました。1985年に男女雇用機会

均等法ができて女子学生も男子学生と同じように就職がで

きるのを身近に経験していますので、それを可能にした法

律を作られたことはすごいと思います。それは、赤松さん

が国連の日本政府代表部の公使として国連に行かれて世界

の流れを見て、日本はまだまだ男女が均等ではないとお感

じになり、その後、非常にご努力されて法案を作られたと

伺っております。

女子差別撤廃条約から男女雇用機会均等法へ

私はちょうど 5０歳の時に国連代表部の公使としてニュー
ヨークに赴きました。公使というのは名前だけの名称公使
と本当の特命全権公使とちょっと段階が違うんです。最初

は参事官公使でした。名前だけは「公使」といって名刺も
刷りましたけど、参事官待遇なんです。三年間いましたけ
ど、帰ってくるときは特命全権公使でした。

三年の間にいろいろやりました。国連総会の第三委員会
というところが社会問題・婦人問題を扱うところで、第一
委員会が政治、第二が経済、第三は社会、第四が財政だっ
たか、委員会が別れていて、女性が行くのは、だいたい第
三委員会でした。私は第三委員会の日本代表として座りま
した。「女子差別撤廃条約」の三年目の審議でした。委員
会で上げて総会に送れば総会も通してくれるだろうから、
条約が成立するぞ、と。あとは各国が成立した条約をどう
するか、批准をするかほったらかしにしておくか国によっ
てまちまちです。

この条約を仕上げることが当時最大の課題でした。委員
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護煕内閣の文部大臣（当時）に就任した。国連公使時代に「女子差別撤廃条約」（1979年）の審議に参画し、婦人少年局長（当時）として男
女雇用機会均等法（1985年）の立案にあたった。1999年に、国・地方議会に女性議員を増加させるため党派不問で立候補者の推薦等を行う
一般財団法人「WIN WIN（Women In New World, International Network）」を設立し、また、2012年に「クオータ制を推進する会」を設
立して国会議員等への働きかけを続けた結果、2018年に「政治分野における男女共同参画推進に関する法律」が制定・施行された。

「政治分野における男女共同参画推進に関する法律」（2018年）の施行後初の衆議院議員総選挙を控えて、この法律の制定に向けた啓発・要請等
の活動を続けてこられた「クオータ制を推進する会」（「Qの会」）の 赤松 良子 会長からお話をうかがいました。
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政治分野における男女共同参画推進の課題
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会は私が代表で、中村道子先生が代表代理でした。中村先
生は大学女性協会JAUWの会長を務められて2021年 2 月に
亡くなられたけれども、英語がとてもできる方でした。小
学校はニューヨークで英語。子どもの時の英語は耳が違う
んですよね。私も学校で英語を勉強したのですけど、ヒア
リングの力はまるで違うんです。その中村先生を頼りに外
務省から来ていた参事官も、中村先生のノートがあれば本
省に報告できるという感じでやっていました。代表部の第
三委員会担当は 5人いて、なかなかまとまったいいグルー
プで、他の委員会の人たちから、あのグループ楽しそうだ
ね、と言われていました。みんなで仲良く生活もし、条約
の審議をした。それが私の最初の公使の仕事でした。

日本に戻られて男女雇用機会均等法案を作られましたね。

三年間、外交官の身分で国連代表部で働いて、帰ってき
たら労働省に戻って婦人少年局長になりました。日本がい
よいよ女子差別撤廃条約を批准するかどうかが、私の肩に
掛かってしまった。この条約批准のためには、雇用機会均
等法まだ名前は決まってなくて「雇用平等法」とか言って
いましたけれど、要するに法律を通さなければ条約の中身
を果たせない。だから新しい法律を作る必要がある、これ
が大変だったんです。
私が婦人少年局の婦人労働課長時代に勤労婦人福祉法と

いう法律－その後、全部均等法に吸収されましたけど－
がありました。時の婦人少年局長が高橋展子局長という非
常にアンビシャスな方でした。何しろ婦人少年局が所管す
る法律が何もないというのは局として弱体だし、さみし
い、何とかして所管の法律を作ろう、ということで、まず
は勤労青少年福祉法という法を、年少労働課の課長がアン
ビシャスな方でこれを通しました。一本できたので次は「婦
人」だということで、勤労婦人福祉法という法律を作られ
たのですね。その時に私、課長としてお手伝いをしまし
た。勤労婦人福祉法は、育児休業について日本で初めて規
定した法律です。育児休業は後で独立した法律になります
けれど、育児休業という概念がね、それまでなかったんで

す。産前産後の休業は、労働基準
法ができた時からあったわけで
す。母親は、子どもを産むときだ
けは大事にして、だけどそれ以外
はコキ使って働かせればいいみた
いな考えの人が多くて、ひどい目
に女性は遭っていたのです。それ
を段々改善してきた長い歴史があ
ります。その転換期にあって、ま
ずは勤労婦人福祉法を手がけて、
局長になったら男女雇用機会均等
法という中身の強いものにすると
いうことをやってきたのが、私の

37年の国家公務員人生です。法律を作るという大変さとい
うのは福祉法のときからまあまあ頭に入っていたけど、い
よいよ均等法となると、それは比べ物にならない中身なん
ですよね。

職場の男女平等から政治分野の男女平等へ

男女雇用機会均等法は、最初は努力義務が非常に多く強行

規定はあまりなかったところから、その後の改正を重ねて

現在のような形になりました。結婚、出産をしても働き続

ける女性が増えてきたと思いますが、それは経済・社会の分

野の問題で、その後、「クオータ制を推進する会」（「Qの会」）

を立ち上げ、政治の世界で女性の参画を盛んにしようとされ

ました。

最初は職場における均等ですね。次は政治の場における
均等に広げていきたい。まずは働いている女性。それから
広く社会全体の女性という風に広げたいと考えたわけで
す。私はありがたいことに両方に関わりがあったものだか
ら、「二つの均等法の生みの親」だと誉めていただいた。
これはちょっと誉め過ぎだと思いますけど。

「Qの会」などの活動の結果、日本版パリテ法といわれる「政

治分野における男女共同参画推進に関する法律」が2０18年

にできたわけですが、政治分野に焦点を当てて男女共同参

画推進に関する法律の制定を求められた意図は何でしょう

か。

私は労働省が長かったのですけど、59歳で辞めてから
ずっと、民間のいろいろな団体で働く、給料は貰わないか
らボランティアベースでやるわけですけど、仕事をしてき
ました。そうすると職場における均等に関する法律は自分
が所管省の中にいたからやれたけど、もう少し広げて政治
の分野の均等法のようなものがないといけないのではと考
えるようになったのです。
日本の女性の地位というものを健康・教育・経済・政治

の 4分野に分けて考えてみます。健康はなかなか良いし、
日本の女性は世界一の平均寿命でしょ。男性の平均寿命は
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女性より 7 年以上短い。大体男性の方が強いと思っている
けど、あるいは人類の生命力からいうと半分半分のはずだ
けれど、寿命は大分違う。 7 年くらい多くの国で男性よ
り女性の方が長い。はっきり理由はわからないけど。た
だ、発展途上国 ディベロッピングカントリー では女の方
が短いですよ。なぜかというと、出産の時に死んでしま
う。日本でも明治時代くらいまでは出産のときに女性がた
くさん死にましたよね。発展途上国は今でも、明治の女性
より悲惨な状態で子どもを生むのです。まず衛生状態が滅
茶苦茶。泥まみれのところで子どもを産む。子どもだって
たまったものではない。それから栄養不良だから乳が出な
い。親も子も栄養不良になって死んでしまう。先進国との
違いがはっきりしています。女性に限らず全体の寿命も途
上国の方が短いでしょ。日本は長い方に属していて、日本
の女性は世界一、ときどき二位になるけど。

次に教育。日本の女性はかなりいい方ですよね、とくに
最初の基礎教育、小学校は、女性の方がいいくらいで、ほ
とんど1００%。男の子の方は跳ね回って遊びたいから、学校
行かない子もいる。そうは悪くないけど、まあまあ女の子
よりちょっと悪い。だから基礎教育の点ではちょっと女性
の方がいいくらい。読み書きは、日本は世界に誇っていい
高水準。字がこんな難しいですけど、ほとんど読めますよ
ね。私だって眼鏡は要るけど、とにかく読めない字はほと
んどない。そのあと四年制大学までは女性の方がいいくら
いなんだけど、大学院になると、女子は大学院まではいか
なくていいやという風潮がまだあって、ちょっと落ちます
よね。

経済は。日本の女性はよく働きます。だから職場に出て
もいい労働者になってますけど、一番トップまではやらせ
てもらえない。そして管理職の割合が低い。これは女性の
せいとは言えない問題ですよね。

グラスシーリング（硝子の天井）と言いますよね。

これもいろいろと問題ありと思っています。
最後は政治。政治は日本はペケ！　というのは、はっき

りするのが国会議員、地方議員の女性比率がとても低い。
衆議院なんて9. 9%と一割に満たない。情けない。本当に情
けない。参議院がようやく22%程度で衆議院よりはだいぶ
いい。健康〇、教育もまあまあ〇、問題がないわけではな
いけれど。経済はちょっと〇はあげられない。政治に至っ
ては×。ここをどうにかしないと。

私もう92歳なんですよ。生きている限り問題のあるとこ
ろで自分がやれることがあるならやるべきかな、と思った
のです。

いま世界では ー 女性が国政トップになる意味

まず政治の分野への進出を目指す女性を資金面で援助す
る募金ネットワークとしてWIN WIN（Women In New 
World, International Network）を1999年 6 月に設立しまし
た。この時は朝日新聞の記者だった下村満子さんが頑張っ
た。下村さんは力のある人だったのですが、故郷の方で震
災でダメになったということで福島県の方に帰ってしまっ
て。私たちは大きな力を失ったんですけど、残った方も私
たちが頑張りましょうと活動を続けています。WinWinの
政治参画をすすめるために、具体策としてクオータ制が頭
に浮かんだ。諸外国を見ますといろいろありますけど、ク
オータ制はどの国でもやっている。先進国にもアフリカ諸
国にも多くあるんですよ。とくにアフリカは女の方が多い
ところがあるんですね。なぜかというと内戦で男みんな死
んだから、女は率が増えるのは当たり前。男は死んじゃっ
た。これは困ったことだ。でもとにかくアフリカ諸国は女
性の方が割合が高い国いっぱいある。日本は、なんでこん
なに少ないの？　どうしたら増えるの？　から始まって、
やはり増えたところのやっていることを見習おうというこ
とになって、クオータ制というものを考えた。

フランスは「候補者男女均等・同数法」通称「パリテ法」
です。「パリテ parité 」とは「半々」フィフティフィフティ
という意味ですが、フランスでも女性の政治家がとても少
なかったから、これではいけないということで、選挙の候
補者を男女同数にすること、候補者名簿は男女交互に記載
することなどを政党に義務づけるパリテ法が作られた。そ
んな法律は憲法違反だと裁決が出たのですが、だったら憲
法を変える。憲法違反だといわれたら憲法を変えちゃった
のだから、フランスってすごい。日本にはそれだけの力が
女にはない。憲法まで変えてパリテを進めて、フランスで
はパリテ法の前と後で随分違う状況が生み出されている。

ドイツにはそういう法制がないのに「ドイツはダメだ」
といわれないのは、メルケル首相がいるからか？ でもメル
ケルさんも引退されるそうですから、その後はどうなるか。
イギリスはサッチャーが偉かった。サッチャーはフェミニ
ストではないけど、彼女の存在そのものが、男女平等を推
進した。そのころイギリスでは、お母さんが男の子から「こ
の国では男は総理大臣になれないの？」って聞かれたとい
われていた。それくらいサッチャーは長くて強力だったわ
けでしょ。見た目はとてもレディライクで綺麗にしている
のですが、フォークランドで戦争をして海軍を出してとい
うような凄腕で、政権は長かった。イギリスはその影響が
かなりある。強力な政治家が出るか出ないかで違うと思う。

日本でどうするか。私は日本で総理大臣を女性にしたら
大分違うと思います。そこまでもっていきたい。明治以来
たった一人もおりません。アメリカも大統領はおりません
が、バイデン大統領が一生懸命女性を半数に閣僚をすると
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就任時に公言していて、ほとんど実現している。バイデン
の財務長官は女性なんですよね。日本で言えば財務大臣で
すよ、伴食大臣なんかではなく非常に強力な閣僚。副大統
領が女性というのも歴史上はじめてのことですから、アメ
リカも将来は女性大統領の時代になるのではないでしょう
か。女性がトップになることは意味が大きいと思います。

政治分野における女性の比率を高めるためには

「政治分野における男女共同参画推進に関する法律」が2０18

年にできて、衆議院の現状（2０21年 4 月現在）は女性比率

9. 9%ですが、これが今度どうなっていくでしょうか。政府

の男女共同参画基本計画（2０2０年12月）として2０25年まで

に国政選挙の候補者に占める女性割合を35%とする目標が

設定されましたが。

参議院選挙が2０19年にあって、22％程度になった。衆議
院と参議院では選挙区の制度が違うので、参議院の方が女
はなりやすいということはあるけど、衆議院の1０%以下と
いうのはあまりにも少なすぎる。やはりその違いというの
は選挙制度の違い。影響はあると思いますよ。1０と22では
すごく違う。

衆議院は小選挙区から一人しか選ばれないわけですね。

あれがいけない。ねえ、二人ペアのうちどっちか選べと
なったら、たまったものではない。なりにくいのは当たり
前。よっぽど凄い人、サッチャーやメルケルのような人で
あれば二人のうち一人ということでも女性の方が選ばれる
かもしれませんが、だいたい男の方が「地盤・看板・カバン」
かな、有利だから女は負けますよ、二人のうち一人なんて
いわれたら。だからやはり、今の選挙制度のままでは衆議
院では女はそんなに増えませんね。小選挙区ではない参議
院の方に女性議員が多いのは当たり前なんです。

「政治分野における男女共同参画推進に関する法律」は2０18

年に施行されて、今年にはハラスメント防

止条項の加入等の改正法が成立したばかり

ですよね。

さきごろ議員連盟の会合がありまし
た。衆参合同で大勢でね。推進法の立法を
進めていただいた「政治分野における女性
の参画と活躍を推進する議員連盟」（会長
＝中川正春 元文部科学大臣）の先生たち
はもちろん、議連に入っているかわからな
い先生たちもたくさんご挨拶に見えて、「Q
の会」をはじめ女性団体もたくさんきてい
た。なかなか盛会だったですよ。議連会長
の中川正春先生はとても人望がある方で、
議連は頑張ってらっしゃる。

「政治分野における男女共同参画に関する法律」には、政党

に女性を候補者に立てる義務づけとか、そういうところま

ではいってなくて、当初の男女雇用機会均等法と同じく努

力義務が多いですよね。これは努力義務を作って、いずれ

は、ということを考えておられるのでしょうか。

雇用機会均等法も努力義務だったのを二次、三次の改正
で強行規定にできたでしょ。だから「政治分野における男
女共同参画推進に関する法律」の方だってそうする途が
ちゃんとあるわけです。はじめから1００%の良いものといっ
ても無理なんだから、改正していけばいいと思いますよ。
できたものは文句を言わないで、それを少しずつ改正して
いくのがいい方向だと私も「Qの会」も思っています。

内閣府の男女共同参画局が2０18年度から発表している「各

政党における男女共同参画の取組状況と課題」という文書

の最新版が2０21年 5 月に発表されて、同年 3 月末現在の各

政党における「女性議員に関する数値目標の設定状況」「候

補者に占める女性割合」などについて一覧表の形で公表し

ましたね。今まではなかったところだと思うのですけど。

こういうものを見ると、やはり自分の党も各党もそれぞれ

工夫して、どのようにしたら候補者が増えるか考えるよう

になると思います。

いまなんだかんだといっても、「一強」が保守的すぎる
と困るわけですよね。もうちょっと与党の女性が頑張って
くださらなければ、日本の女性の地位はあがらない。

弁護士議員である稲田朋美さんなどはLGBTの差別をしな

いような法律を自民党内でまとめるのに努力されたり、選

択的夫婦別姓について、ああいうものも今までは自民党は

なかなか賛成をしていただけなかったけれど、調整に努力

されているようにも思います。

女性議員の自民党内の立場は大変だと思いますよ。おじ
さんたちが中枢に座っているでしょ。自分たちは後から
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入ってきたんだから、あのおじさんたちを大事にしないと
たいへんな目に遭う、とみんな思っているんだから。そん
な中で頑張る。外からいうのは簡単だけど、中でやるとい
うことは、本当に大変だと思いますよ。

中からいろいろ活動されていらっしゃるので、段々変わっ

ていくのかな。男女雇用機会均等法も1986年の施行から今

年2０21年まで、35年間でここまできたということもあるの

で、政治の場合も…

法律を作ってしまえば、改正は新しい法律作るよりも楽
にできるのですから。だからできたものの悪口ばかり言わ
ないで改正の方向へのサポートを、私たちがしなければい
けないと思っています。私たちがやっていたとはなんだ、
あんなものは、と悪口を散々言われて腹が立ったけど。

最初は努力義務だったから、と赤松さんも言ってらっしゃ

いましたけど、いまはここまで来たということですよね。

均等法もいろいろと言われたけど、「ビフォア・オア・
アフター」という言葉があるんですよ。均等法のできる前
とできた後の違いを見て欲しいと言いたい。

ところで、選挙にあたりクオータ制という女性を必ずこの

人数は入れましょうという制度については、選挙の公平性

を害するのではと意見がどうしても出てくるのですが、そ

の点についてはどう思われますか。

ポジティブアクションという、非常に遅れている分野に
ついては特別の措置をするという方法は、公平性を害する
ものではないと思います。ある程度になったらその措置は
止める。しばらくの間だけやるものですから、その間それ
に該当しない人は我慢してくださいというものです。それ
でいいと思うのですよ。やはり女性が1０％だなんて、そん
なのダメなんですから。人口は半々、むしろ女性の方が多
いのだけれど、そこは我慢するから、重要な意思決定の場
は半々である姿が望ましいということをまずは考えて欲し
い。人口はフィフティフィフティなのに意思決定の場はナ
インティ・テンなんてよくない。それに近づけるためには
しばらくの間は優遇する。下駄の履かせ方はいろいろあっ
て、もうちょっとましな下駄にするとかいろいろあるけ
ど、とにかく多少下駄を履かせることは構わないんだって
納得すればいいんじゃないですか。納得するように、こん
な現状は弊害があるということを丁寧に説明していくこと
だと思います。

これだけ女性が社会に経済的に進出しているのは、男女雇

用機会均等法のお陰だと思います。本日は貴重なお話を伺

いまして、本当にありがとうございました。

赤松 良子 氏を囲んで
向かって左から 石井 逸郎 （広報副委員長）、 早稲田 祐美子 副理事長、 斎藤 義房 （広報委員長）
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民事裁判手続等のIT化問題を中心に
～立憲民主党青年局とオンライン懇談～

民事裁判手続等のIT化の課題を探る
～公明党青年委員会とオンライン懇談～

2０21年 5 月26日、「民事裁判手続等のIT化」をテーマに、日本弁護士政治連盟と公明党青年委員会との懇談会をオンラインで
開催しました。

公明党から、矢倉 克夫 参議院議員（青年委員長・埼玉弁護士会会員）、杉 久武 参議院議員（団体交渉ＷＴ座長）、河野 義博
参議院議員（同ＷＴ副座長）、濱村 進 衆議院議員（同ＷＴ事務局長）、安江 伸夫 参議院議員（法務副部会長・愛知県弁護士会
会員）が出席し、弁政連・日弁連から、三宅 弘 企画委員長をはじめ12名の弁護士が出席しました。

まず、斎藤 義房 弁護士（日弁連民事裁判手続等のIT化に関する検討WG座長）と 本田 正男 弁護士（同WG副座長）を報告
者として、民事裁判手続等のIT化のこれまでの流れや近年の急速な動き、IT化に伴う検討課題とその克服・実現のための国家予
算の確保の重要性等についての解説がありました。これに対し、尋問等をオンラインで代替できるのか、本人訴訟や法律事務所
におけるデジタルデバイドの課題をどのように克服すべきか、裁判を受ける権利との関係で原則義務化が可能なのかといった質
問がなされ、活発な意見交換を行いました。次回は、リアルでの懇談会の開催を期待しております。

（企画委員会副委員長　髙田 正雄）

2０21年 7 月15日に「民事裁判手続等のIT化」というテーマのもと弁政連企画委員会と立憲民主党青年局との懇談会がオンライ
ンにて開催されました。

立憲民主党からは、近藤 和也 衆議院議員（青年局長）、篠原 豪 衆議院議員（青年局相談役）、道下 大樹 衆議院議員（筆頭
青年局長代行）、中谷 一馬 衆議院議員（青年局長代行）、伊藤 俊輔 衆議院議員（総務部長）、松尾 明弘 衆議院議員（東京弁護
士会会員）、川田 龍平 参議院議員を含めて、自治体議員など、青年局に所属する1０名の議員が参加してくださいました。弁政連
からは 三宅 弘 企画委員長をはじめ15名の弁護士が参加して懇談を行いました。

冒頭、日弁連民事裁判手続等のIT化に関する検討ワーキンググループの 斎藤 義房 座長と 今川 忠 副座長からご報告があり、
その後、自由な意見交換が行われました。意見交換では、IT化に関して熱心な質問がなされるとともに、「若手弁護士に対して
期待すること」についても話題が及びました。議員及び弁護士双方それぞれから積極的な意見が出され、充実した懇談会となり
ました。

（企画委員会副委員長　加藤 慶二）
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第49回総選挙（2021年10月31日施行）

中川　正春 三 重 2 区 立　民
中曽根康隆 群 馬 1 区 自　民
中谷　一馬 神奈川7区 立　民
長妻　　昭 東 京 7 区 立　民
長友　慎治 宮 崎 2 区 国　民
中西　健治 神奈川3区 自　民
中野　洋昌 兵 庫 8 区 公　明
二階　俊博 和歌山3区 自　民
仁木　博文 徳 島 1 区 無所属
西村　明宏 宮 城 3 区 自　民
西村智奈美 新 潟 1 区 立　民
根本　　匠 福 島 2 区 自　民
野田　聖子 岐 阜 1 区 自　民
橋本　　岳 岡 山 4 区 自　民
葉梨　康弘 茨 城 3 区 自　民
濵地　雅一 比 例 九 州 公　明
林　　芳正 山 口 3 区 自　民
伴野　　豊 愛 知 8 区 立　民
平口　　洋 広 島 2 区 自　民
平沢　勝栄 東京 1 7 区 自　民
深澤　陽一 静 岡 4 区 自　民
福田　達夫 群 馬 4 区 自　民
藤原　　崇 岩 手 3 区 自　民
古川　元久 愛 知 2 区 国　民
古川　禎久 宮 崎 3 区 自　民
古屋　範子 比例南関東 公　明
細野　豪志 静 岡 5 区 無所属
本田　太郎 京 都 5 区 自　民
前原　誠司 京 都 2 区 国　民
牧原　秀樹 埼 玉 5 区 自　民
松原　　仁 東 京 3 区 立　民
馬淵　澄夫 奈 良 1 区 立　民
三谷　英弘 神奈川8区 自　民
宮崎　政久 沖 縄 2 区 自　民
宮下　一郎 長 野 5 区 自　民
務台　俊介 長 野 2 区 自　民
茂木　敏充 栃 木 5 区 自　民
森　　英介 千葉 1 1 区 自　民
盛山　正仁 兵 庫 1 区 自　民
保岡　宏武 比 例 九 州 自　民
山下　貴司 岡 山 2 区 自　民
山井　和則 京 都 6 区 立　民
山本　有二 比 例 四 国 自　民
柚木　道義 岡 山 4 区 立　民
吉川　　赳 静 岡 5 区 自　民
吉川　　元 大 分 2 区 立　民
吉田　統彦 愛 知 1 区 立　民
吉田　晴美 東 京 8 区 立　民
吉野　正芳 福 島 5 区 自　民
米山　隆一 新 潟 5 区 無所属
鷲尾英一郎 比例北陸信越 自　民
渡辺　　周 静 岡 6 区 立　民
渡辺　　創 宮 崎 1 区 立　民

敬称略・五十音順
氏名・選挙区・公認政党名の順

岸本　周平 和歌山1区 国　民
北神　圭朗 京 都 4 区 無所属
北側　一雄 大阪 1 6 区 公　明
北村　誠吾 長 崎 4 区 自　民
木原　　稔 熊 本 1 区 自　民
吉良　州司 大 分 1 区 無所属
國重　　徹 大 阪 5 区 公　明
玄葉光一郎 福 島 3 区 立　民
源馬謙太郎 静 岡 8 区 立　民
河野　太郎 神奈川15区 自　民
高村　正大 山 口 1 区 自　民
古賀　　篤 福 岡 3 区 自　民
穀田　恵二 京 都 1 区 共　産
輿水　恵一 比例北関東 公　明
後藤　茂之 長 野 4 区 自　民
後藤田正純 徳 島 1 区 自　民
小林　茂樹 奈 良 1 区 自　民
小林　鷹之 千 葉 2 区 自　民
小宮山泰子 埼 玉 7 区 立　民
小森　卓郎 石 川 1 区 自　民
小山　展弘 静 岡 3 区 立　民
近藤　和也 石 川 3 区 立　民
近藤　昭一 愛 知 3 区 立　民
斉藤　鉄夫 広 島 3 区 公　明
坂本　哲志 熊 本 3 区 自　民
笹川　博義 群 馬 3 区 自　民
佐々木　紀 石 川 2 区 自　民
佐藤　茂樹 大 阪 3 区 公　明
佐藤　英道 比例北海道 公　明
志位　和夫 比例南関東 共　産
塩川　鉄也 比例北関東 共　産
塩崎　彰久 愛 媛 1 区 自　民
塩谷　　立 静 岡 8 区 自　民
階 猛 岩 手 1 区 立　民
篠原　　孝 長 野 1 区 立　民
柴山　昌彦 埼 玉 8 区 自　民
下村　博文 東京 1 1 区 自　民
庄子　賢一 比 例 東 北 公　明
菅　　義偉 神奈川2区 自　民
鈴木　英敬 三 重 4 区 自　民
鈴木　貴子 比例北海道 自　民
平　　将明 東 京 4 区 自　民
高市　早苗 奈 良 2 区 自　民
高木　陽介 比 例 東 京 公　明
高鳥　修一 新 潟 6 区 自　民
高橋千鶴子 比 例 東 北 共　産
竹内　　譲 比 例 近 畿 公　明
田嶋　　要 千 葉 1 区 立　民
田所　嘉徳 茨 城 1 区 自　民
田中　和徳 神奈川10区 自　民
棚橋　泰文 岐 阜 2 区 自　民
谷　　公一 兵 庫 5 区 自　民
玉木雄一郎 香 川 2 区 国　民
田村　憲久 三 重 1 区 自　民
津島　　淳 比 例 東 北 自　民
寺田　　稔 広 島 5 区 自　民
土井　　亨 宮 城 1 区 自　民

逢沢　一郎 岡 山 1 区 自　民
青山　大人 茨 城 6 区 立　民
赤羽　一嘉 兵 庫 2 区 公　明
赤嶺　政賢 沖 縄 1 区 共　産
秋葉　賢也 宮 城 2 区 自　民
浅野　　哲 茨 城 5 区 国　民
安住　　淳 宮 城 5 区 立　民
安倍　晋三 山 口 4 区 自　民
甘利　　明 神奈川13区 自　民
伊佐　進一 大 阪 6 区 公　明
石井　啓一 比例北関東 公　明
石川　香織 北海道11区 立　民
石田　真敏 和歌山2区 自　民
泉　　健太 京 都 3 区 立　民
井出　庸生 長 野 3 区 自　民
伊藤信太郎 宮 城 4 区 自　民
伊藤　　渉 比 例 東 海 公　明
稲田　朋美 福 井 1 区 自　民
稲津　　久 北海道10区 公　明
稲富　修二 福 岡 2 区 立　民
井野　俊郎 群 馬 2 区 自　民
岩屋　　毅 大 分 3 区 自　民
浮島　智子 比 例 近 畿 公　明
枝野　幸男 埼 玉 5 区 立　民
衛藤征士郎 大 分 2 区 自　民
大串　博志 佐 賀 2 区 立　民
大口　善徳 比 例 東 海 公　明
逢坂　誠二 北海道8区 立　民
大塚　　拓 埼 玉 9 区 自　民
岡田　克也 三 重 3 区 立　民
岡本　章子 宮 城 1 区 立　民
岡本　三成 東京 1 2 区 公　明
奥野　信亮 比 例 近 畿 自　民
小熊　慎司 福 島 4 区 立　民
落合　貴之 東 京 6 区 立　民
鬼木　　誠 福 岡 2 区 自　民
小野寺五典 宮 城 6 区 自　民
小渕　優子 群 馬 5 区 自　民
尾身　朝子 比例北関東 自　民
海江田万里 東 京 1 区 立　民
柿沢　未途 東京 1 5 区 自　民
笠井　　亮 比 例 東 京 共　産
勝俣　孝明 静 岡 6 区 自　民
門山　宏哲 千 葉 1 区 自　民
金子　恵美 福 島 1 区 立　民
金子　恭之 熊 本 4 区 自　民
鎌田さゆり 宮 城 2 区 立　民
上川　陽子 静 岡 1 区 自　民
亀岡　偉民 福 島 1 区 自　民
菅　　直人 東京 1 8 区 立　民
菅家　一郎 福 島 4 区 自　民
神田　憲次 愛 知 5 区 自　民
城井　　崇 福岡 1 0 区 立　民
城内　　実 静 岡 7 区 自　民
菊田真紀子 新 潟 4 区 立　民
岸　　信夫 山 口 2 区 自　民
岸田　文雄 広 島 1 区 自　民

弁政連が推薦し当選された衆議院議員の方々
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本部・支部人事（ ）内は前任者

編集
後記

より良い法社会の実現に向けて  ～高知支部設立総会～
 高知支部 支部長　田村　裕

山本一太群馬県知事と懇談  ～弁護士の活用促進などを要望～
 群馬支部 支部長　小林 優公

自由民主党　衆議院京都 5 区　当選 2 回
京都弁護士会会員（司法修習61期）
衆院議院運営委員会委員、財務金融委員会委員、内閣委員会委員を歴任。
自由民主党国際局次長・女性局次長。

本田太郎議員が外務大臣政務官に就任しました

人権と正義そして地球環境を護るために、さらなる制
度改革の推進を！（さいとう）
これからの社会経済の再構築に合わせ、司法のアップ
デートの一助になればと願います。（おがわ）
ご当選の皆様、おめでとうございます。より良い法社
会が実現されますように。（いとう）
赤松さん、ありがとうございました！　女性議員、
もっと増えて欲しいです。（いしい）
弁政連推薦議員１６７名のご当選、誠におめでとうご
ざいます。益々のご活躍を！（あんどう）

2０21年 8 月2０日付
副理事長　江藤 洋一
理　　事　奥原 玲子（岡 正晶）

支 部 長　田村 　裕
副支部長　小泉 武嗣

監　　事　和田 高明
事務局長　松本 隆之

高知支部（新設）　1０月11日付

2０21年1０月11日、ご来賓として日本弁護士連合会会長
荒中様、高知弁護士会会長中橋紅美様をお招きし、また
弁政連本部から菊地裕太郎理事長、伊藤茂昭副理事長、
菰田優幹事長ご臨席の下、設立総会が開催され、ようや
く高知支部を設立することができました。今後は弁政連
支部の活動として、より良い法社会の実現に向けた運動
を展開していく決意を新たにするものであります。
高知県では、弁護士会の委員が条例制定検討委員会の
委員長として暴力団排除条例の制定に深く関与し、2０2０
年 4 月に施行された犯罪被害者等支援条例の制定には弁
護士会の関係委員が中心的役割を担いました。県知事へ
の働きかけや県議会議員との勉強会を開催するなど創り手
である議員の先生方との運用を見据えた共同作業によっ
て、よりよい条例が制定できたものと自負しています。
コロナ禍のもとオンライン開催による設立総会となり
ましたが、社会活動が正常に復したあかつきには、一日
も早く議員の先生方をお招きして、ともに弁政連高知支
部設立の祝杯をあげたいと考えています。

2０21年 4 月28日、群馬県庁において、弁政連群馬支部から小林優公支部長、佐々木弘道幹事長、群馬弁護士会か
ら矢田健一会長、平井優一副会長が出席し、山本一太群馬県知事との懇談会を開催しました。薬丸潔県議会議員（群
馬弁護士会員）が同席しました。
懇談では、地裁支部の司法過疎の現状について説明し地
方自治体としての理解とご協力をお願いしました。また、
群馬弁護士会では地方自治体等における弁護士の活用方法
を「お品書き」として作成しており、地方自体等と一層の
連携を深めたいので、地方自治行政において、さらに弁護
士を活用されるよう要望しました。また、男女共同参画の
観点からも、群馬県立普通高校における男女共学化を推進
するよう要望しました。
山本一太知事からは、弁護士の方々には、地方自治行政
において様々な部門でご活躍をいただいており、今後とも
県政等に弁護士のご協力をお願いしたいとのお話をいただ
きました。 山本知事（向かって右から3人目）を囲んで  右端は薬丸県議会議員（群馬弁護士会員）

本田 太郎 議員




